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第　 4 3 　 号

　 　 　 熊本県手数料条例の一部を改正する 条例の制定について

　 熊本県手数料条例の一部を改正する 条例を次のよ う に制定する こ と と する 。

　 　 令和 6 年 2 月 9 日提出

熊本県知事　 蒲　 島　 郁　 夫　 　 　

　 　 　 熊本県手数料条例の一部を改正する 条例

　 熊本県手数料条例（ 平成 1 2 年熊本県条例第 9 号） の一部を次のよ う に改正する 。

　 第 2 条第 1 項第 8 2 号ア中「 6 ， 6 0 0 円」 を「 7 ， 2 0 0 円」 に改め、 同号イ 中「 4 ，

6 0 0 円」 を「 5 ， 3 0 0 円」 に改め、 同号ウ 中「 3 ， 7 0 0 円」 を「 4 ， 2 0 0 円」 に

改め、 同項第 8 3 号中「 4 ， 7 0 0 円」 を「 5 ， 3 0 0 円」 に改め、 同項第 8 6 号ア中「

5 ， 7 0 0 円」 を「 6 ， 6 0 0 円」 に改め、 同号イ 中「 3 ， 8 0 0 円」 を「 4 ， 4 0 0 円」

に改め、 同項第 1 5 2 号及び第 1 5 3 号を次のよ う に改める 。

　（ 152） 及び（ 153） 　 削除

　 第 2 条第 1 項第 1 8 0 号及び第 1 8 2 号中「 建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る 法律」 を「 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 法律」 に改め、 同項第 2 6 2

号中「 応じ た額」 の次に「 （ 同項第 1 号に該当する 者であって、 当該許可に係る 液化石油

ガス の製造のための設備と し て移動式製造設備（ 高圧ガス の製造のための設備で移動する

こ と ができ る よ う に設計し たも のをいう 。 別表第 1 3 から 第 1 5 ま でにおいて同じ 。 ） の

みを使用し て高圧ガス の製造をする も の（ 当該移動式製造設備について液化石油ガス の保

安の確保及び取引の適正化に関する 法律（ 昭和 4 2 年法律第 1 4 9 号） 第 3 7 条の 4 第 1

項の許可を受けた者に限る 。 ） の高圧ガス の製造の許可の申請に係る 審査にあっては、 6 ，

0 0 0 円） 」 を加え、 同項第 2 6 6 号中「 （ 昭和 4 2 年法律第 1 4 9 号） 」 を削り 、 同項

第 3 6 3 号の 2 中「 1 2 ， 7 0 0 円」 を「 1 4 ， 0 0 0 円」 に改め、 同項第 4 9 2 号の 2

中「 第 3 0 条の 3 2 第 2 項」 の次に「 （ 同法第 3 0 条の 4 4 の 1 2 において準用する 場合

を含む。 ） 」 を、 「 基づく 本人確認情報」 の次に「 （ 同法第 3 0 条の 4 1 第 1 項に規定す

る 附票本人確認情報を含む。 ） 」 を加え、 同項第 5 0 2 号中「 又は第 3 項」 を「 若し く は

第 3 項又は同法第 3 9 条の 2 2 第 1 項」 に、 「 の合計額」 を「 と の合計額」 に改め、 同項

第 5 3 2 号ア中「（ ア）から（ エ）ま で」 を「（ ア）から（ オ）ま で」 に改め、 同号ア（ ア）中「（ エ

を「（ オ）」 に改め、 同号ア（ エ）中「 実施日が」 を「 実施日の」 に、 「 2 5 歳」 を「 2 3 歳」

に改め、 「 であり 、 かつ、 受検の申請の日において雇用保険法第 4 条第 1 項に規定する 被

保険者」 を削り 、 「 出入国管理及び難民認定法」 を「 入管法」 に改め、 同号ア（ エ）を同号

ア（ オ）と し 、 同号ア（ ウ ）中「（ エ）」 を「（ オ）」 に改め、 同号ア（ ウ ）を同号ア（ エ）と し 、 同

号ア（ イ ）中「 2 級又は」 を削り 、 「 2 5 歳」 を「 2 3 歳」 に、 「 出入国管理及び難民認定

法（ 昭和 2 6 年政令第 3 1 9 号） 」 を「 入管法」 に、 「（ エ）」 を「（ オ）」 に改め、 同号ア

）」
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（ イ ）を同号ア（ ウ ）と し 、 同号ア（ ア）の次に次のよ う に加える 。

（ イ ）　 実技試験の 3 級を受けよ う と する 者であって、 当該試験の実施日の属する

年度の 4 月 1 日において 2 3 歳未満である 受検者（ 出入国管理及び難民認定法

（ 昭和 2 6 年政令第 3 1 9 号。 以下こ の号において「 入管法」 と いう 。 ） 別表

第 1 の上欄の在留資格をも って在留する 者並びに（ ウ ）及び（ オ）に掲げる 者を除

く 。 ） 　 1 職種につき 　 1 3 ， 7 0 0 円

　 第 2 条第 1 項第 5 5 0 号の次に次の 1 号を加える 。

　（ 550） の 2 　 電気工事業の業務の適正化に関する 法律第 3 4 条第 4 項の規定に基づく 届

出があったこ と の証明書の交付

　 　 　 電気工事業届出証明書交付手数料　 1 通につき 　 4 0 0 円

　 第 2 条第 1 項第 5 7 1 号を次のよ う に改める 。

　（ 571） 　 削除

　 第 2 条第 1 項第 5 7 2 号中「 認定証の」 を「 認定の」 に、 「 警備業認定証有効期間更新

申請手数料」 を「 警備業認定有効期間更新申請手数料」 に改め、 同項第 5 7 3 号を次のよ

う に改める 。

　（ 573） 　 削除

　 第 2 条第 1 項第 6 2 1 号の 4 及び第 6 2 1 号の 5 を次のよ う に改める 。

　（ 621） の 4 及び（ 621） の 5 　 削除

　 第 2 条第 1 項第 6 2 3 号の 1 3 及び第 6 2 3 号の 1 4 を次のよ う に改める 。

　（ 623） の13及び（ 623） の14　 削除

　 第 2 条第 1 項第 6 2 4 号から 第 6 2 4 号の 3 ま でを次のよ う に改める 。

　（ 624） から（ 624） の 3 ま で　 削除

　 第 2 条第 1 項第 6 2 5 号ア（ ア）、 第 6 2 5 号の 4 の 2 、 第 6 2 5 号の 4 の 3 、 第 6 2 5

号の 5 、 第 6 2 5 号の 6 及び第 6 2 5 号の 7 中「 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する 法律」 を「 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 法律」 に改め、 同項第 6 2

5 号の 7 の 2 中「 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律施行規則」 を「 建築物

のエネルギー消費性能の向上等に関する 法律施行規則」 に改める 。

　 別表第 1 0 の 2 備考中「 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律施行令」 を「

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 法律施行令」 に改める 。

　 別表第 1 3 の 2 の項中「 （ 高圧ガス の製造のための設備で移動する こ と ができ る よ う に

設計し たも のをいう 。 別表第 1 4 及び第 1 5 において同じ 。 ） 」 を削る 。

　 別表第 2 6 の 1 1 の 2 備考 1 中「 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律」 を

「 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 法律」 に、 同表備考 2 中「 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する 法律施行令」 を「 建築物のエネルギー消費性能の向上等に
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関する 法律施行令」 に改める 。

　 別表第 2 6 の 1 1 の 3 備考 1 中「 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律」 を

「 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 法律」 に、 同表備考 2 中「 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する 法律施行令」 を「 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する 法律施行令」 に改める 。

　 別表第 2 6 の 1 2 住宅部分（ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律第 1 1 条

第 1 項に規定する 住宅部分をいう ｡ 以下こ の表から 別表第 2 6 の 1 4 ま でにおいて同じ ｡ ）

の項及び非住宅部分（ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律第 1 1 条第 1 項に

規定する 非住宅部分をいう ｡ 以下こ の表から 別表第 2 6 の 1 4 ま でにおいて同じ ｡ ） の項

並びに備考 1 中「 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律」 を「 建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する 法律」 に改める 。

　 別表第 2 6 の 1 3 備考 1 及び 8 並びに別表第 2 6 の 1 4 備考 1 、 2 及び 3（ 1 ）中「 建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律」 を「 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する 法律」 に改める 。

　 　 　 附　 則

　 （ 施行期日）

1 　 こ の条例は、 次の各号に掲げる 区分に応じ 、 当該各号に定める 日から 施行する 。

　（ 1 ）　 第 2 条第 1 項第 1 5 2 号、 第 1 5 3 号及び第 5 0 2 号の改正規定、 同項第 5 5 0

号の次に 1 号を加える 改正規定、 次項の規定並びに附則第 3 項の規定（ 熊本県収入証

紙条例（ 昭和 3 9 年熊本県条例第 2 4 号） 別表第 1 手数料の項第 1 4 4 号及び第 1 4

　 　 5 号の改正規定並びに同項第 4 9 8 号の次に 1 号を加える 改正規定に限る 。 ） 　 公布

の日

　（ 2 ）　 前号、 次号及び第 4 号に掲げる 規定以外の規定　 令和 6 年 4 月 1 日

　（ 3 ）　 第 2 条第 1 項第 8 2 号、 第 8 3 号及び第 8 6 号の改正規定　 令和 6 年 5 月 1 日

　（ 4 ）　 第 2 条第 1 項第 4 9 2 号の 2 の改正規定　 公布の日又は情報通信技術の活用によ

る 行政手続等に係る 関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図る

ための行政手続等における 情報通信の技術の利用に関する 法律等の一部を改正する 法

律（ 令和元年法律第 1 6 号） 附則第 1 条第 1 0 号に掲げる 規定の施行の日のいずれか

遅い日

　 （ 経過措置）

2 　 こ の条例の施行の際現にさ れている 申請等に対する 改正前の熊本県手数料条例第 2 条

第 1 項に掲げる 事務に係る 手数料については、 なお従前の例によ る 。

　 （ 熊本県収入証紙条例の一部改正）

3 　 熊本県収入証紙条例の一部を次のよ う に改正する 。
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　 　 別表第 1 手数料の項第 1 4 4 号及び第 1 4 5 号を次のよ う に改める 。

　 　 144 及び 145 　 削除

　 　 別表第 1 手数料の項第 4 9 8 号の次に次の 1 号を加える 。

　 　 498 の 2 　 電気工事業届出証明書交付手数料

　 　 別表第 1 手数料の項第 5 1 8 号から 第 5 2 0 号ま でを次のよ う に改める 。

　 　 518 　 削除

　 　 519 　 警備業認定有効期間更新申請手数料

　 　 520 　 削除

　 　 別表第 1 手数料の項第 5 6 3 号の 1 0 及び第 5 6 3 号の 1 1 を次のよ う に改める 。

　 　 563 の10及び 563 の11 　 削除

　 　 別表第 1 手数料の項第 5 6 4 号の 1 2 及び第 5 6 4 号の 1 3 を次のよ う に改める 。

　 　 564 の12及び 564 の13 　 削除

　 　 別表第 1 手数料の項第 5 6 4 号の 3 0 から 第 5 6 4 号の 3 2 ま でを次のよ う に改める 。

　 　 564 の30から 564 の32ま で　 削除

　 （ 提案理由）

　 地方公共団体の手数料の標準に関する 政令（ 平成 1 2 年政令第 1 6 号） の一部改正等に

伴い、 手数料の規定を整備する 必要がある 。

　 こ れが、 こ の条例案を提出する 理由である 。


